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往復動内燃機関の安全措置に関する事項 

改正規則等 
鋼船規則 D 編 
自動化設備規則 
鋼船規則検査要領 D 編 
自動化設備規則検査要領 
（日本籍船舶用及び外国籍船舶用） 
内陸水路航行船規則 
内陸水路航行船規則検査要領 
（外国籍船舶用） 

改正理由 
往復動内燃機関の安全措置として，IACS 統一規則 M35 及び M36 では，無人化さ

れた機関室に配置される往復動内燃機関の警報，遠隔表示及び安全措置についての

要件を規定している。さらに，SOLAS II-1 章 31 規則では，往復動内燃機関の船橋

制御装置における事前警報及びオーバライド装置についての要件を規定しており，

この何れも本会規則に取入れている。 
 
しかしながら，本会規則では，これまでの実績を踏まえ，独自の取り扱いを定める

などして，当該 UR との整合が一部不明確となっている。また，船橋制御装置にお

ける事前の可視可聴警報に関しては，オーバライドの適用対象外である主機が完全

な破壊に至る場合（過回転，主軸受潤滑油圧力の異常低下など）の取り扱いが不明

確となっている。 
 
このため，当該 URM35 及び M36 との対応及び船橋制御装置における事前可視可

聴警報の適用対象の明確化のため，関連規定を改める。 
 
また，クランク室の逃し弁の数及び設置箇所に関する適用基準について， IACS 統

一規則 M9 との対応が明確となるよう関連規定を改める。 

改正内容 
主な改正内容は次のとおり。 
(1) 船橋制御装置における事前の可視可聴警報について，短時間のうちに主機が完

全な破壊に至る場合を除く旨規定する。 
(2) 主機として往復動内燃機関を用いる場合の安全装置において，自動的に主機へ

の燃料の供給を遮断する安全装置の対象に，推力軸受温度又は同軸受潤滑油出

口温度が上昇したときを加える。 
(3) 主機の監視装置に関する規定を，自動化設備規則検査要領 3.3.2 から自動化設

備規則 3.3.2-1.へ移設する。 
(4) 始動空気主機入口の低圧警報について，中間弁あるいは自動始動弁の開閉表示

があれば省略可の規定を削る。 
(5) セットリングタンクの高位液面警報について，自動補給されるタンクに加え，
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オーバフロー設備が無いタンクにも適用する旨規定する。 
(6) サービスタンクの低位液面警報について，24 時間連続運転の容量に満たないタ

ンクに限定する規定を削る。 
(7) 主機用サンプタンクの低位液面警報について，独立した潤滑システム及びタン

クを備える場合（カムシャフト用，ロッカーアーム用等）は，それぞれのタン

クに適用の旨規定する。 
(8) クランク室の逃し弁の数及び設置箇所について，シリンダの径が「250mm 以上

300mm 未満のもの」及び「300mm 以上のもの」とする適用基準を，それぞれ

「250mm を超え 300mm 以下のもの」及び「300mm を超えるもの」に改める。 



 

3/17 

「鋼船規則」の一部を次のように改正する。 
 

D編 機関 

2 章 往復動内燃機関 

2.4 安全装置 

2.4.3 クランク室の爆発に対する防護* 
-1. シリンダ径が 200 mm以上又はクランク室の容積が 0.6 m3 以上の往復動内燃機関の

クランク室には，内部で爆発が起こったときに生ずる過圧を防止するため，承認された形

式の逃し弁を取付けなければならない。この逃し弁は，次の(1)から(5)によるものでなけれ

ばならない。 
（(1)から(5)は省略） 
-2. 前-1.のクランク室に設ける逃し弁の数及び設置場所は，表 D2.3 によらなければな

らない。 
（-3.及び-4.は省略） 
 

表 D2.3 を次のように改める。（外国籍船舶用） 
 

表 D2.3 逃し弁の数及び設置箇所 
シリンダの径 逃し弁の数及び設置箇所 

200 mm以上 250 mm未満以下のもの 少なくとも，機関の両端近くに各 1 個設けること。た

だし，クランクスローが 8 個を超える場合には，機関

の中央付近にも更に 1 個設けること。 

250 mm 以上を超え 300 mm 未満以下

のもの 

少なくとも，クランクスロー1 個おきに設けること。た

だし，いかなる場合も 2 個以上設けること。 

300 mm以上を超えるのもの 少なくとも，クランクスローごとに各 1 個設けること。 
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18 章 自動制御及び遠隔制御 

18.3 主機又は可変ピッチプロペラの自動制御及び遠隔制御 

18.3.3 を次のように改める。 

18.3.3 船橋制御装置* 
船橋制御装置は，18.3.2 によるほか次の(1)から(4)によらなければならない。 
（(1)及び(2)は省略） 
(3) 船橋制御装置には，主機の安全システムのうち 18.1.2(14)(b)又は(c)に掲げる動作を

行わせるシステムが作動する際に，当直者が操船上の状況判断に必要な時間を確保

できるよう，事前にその作動が起こり得ることを船橋に知らせる可視可聴警報装置

を設けること。ただし，短時間のうちに主機が完全な破壊に至る場合を除く。 
(4) 船橋制御装置には，主機の安全システムのうち次に掲げるものに対して，18.2.6-3.

に示すオーバライド装置を設けること。 
(a) 18.1.2(14)(b)に掲げる動作を行わせる安全システム 
(b) 18.1.2(14)(c)に掲げる動作を行わせる安全システム（。ただし，短時間のうちに

主機が完全な破壊に至る場合を除く）。 
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「自動化設備規則」の一部を次のように改正する。 
 

3 章 機関集中監視制御設備 

3.3 安全措置の追加規定 

3.3.1 一般 
MC 船には，鋼船規則 D 編 18 章により要求されるものに加えて，本 3.3 に定める安全措

置を講じなければならない。 
 
3.3.2 を次のように改める。 

3.3.2 主機又は可変ピッチプロペラ 
-1. 主機として往復動内燃機関を用いる船舶（電気推進船を除く。）の主機 
(1) 安全装置 

主機には，次の場合，自動的に主機への燃料の供給を遮断する安全装置を設けるこ

と。 
(a) 過回転になったとき 
(b) 主軸受及び推力軸受への潤滑油圧力が低下したとき 
(c) クロスヘッド軸受への潤滑油圧力が低下したとき（独立の潤滑油方式を採用す

るクロスヘッド形機関の場合） 
(d) カムシャフトへの潤滑油圧力が低下したとき（独立の潤滑油方式を採用するク

ロスヘッド形機関の場合） 
(e) 推力軸受温度又は同軸受潤滑油出口温度が上昇したとき（推力軸受を有する機

関の場合） 
(2) 主機の減速（又は負荷の減少） 

主機には，次の異常が発生した場合に自動的に主機の減速（又は負荷の減少）を行

う装置を設けること。ただし，減速操作（又は負荷の減少）を要求する警報装置又

はこれと同等の装置を設ける場合には，手動操作による減速（又は負荷の減少）と

して差し支えない。 
(a) 主軸受及び推力軸受への潤滑油圧力が低下したとき（クロスヘッド形機関の場

合） 
(b) クロスヘッド軸受への潤滑油圧力が低下したとき（独立の潤滑油方式を採用す

るクロスヘッド形機関の場合） 
(c) 推力軸受温度又は同軸受潤滑油出口温度が上昇したとき（推力軸受を有する機

関の場合） 
(d) シリンダ油各注油器の流量が低下したとき（non-flow でも可） 
(e) ピストン冷却媒体の入口圧力が低下したとき（クロスヘッド形機関の場合。主

潤滑油系からの油を使用する場合は省略可） 
(f) ピストン冷却媒体の各シリンダ出口温度が上昇したとき（クロスヘッド形機関

の場合） 
(g) ピストン冷却媒体の各シリンダ出口流量が低下したとき（クロスヘッド形機関

の場合。ただし，流量を計測できない構造のものにあっては，代替の手段によ
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って差し支えない。） 
(h) シリンダ冷却水の入口圧力が低下したとき（トランクピストン形機関の場合は

流量の低下で可） 
(i) シリンダ冷却水の各シリンダ出口温度が上昇したとき（各シリンダ出口に止め

弁がない場合は，シリンダ出口共通の冷却水温度で可） 
(j) 掃除空気室内が温度上昇したとき又は火災になったとき（クロスヘッド形機関

の場合） 
(k) 排ガスの各シリンダ出口温度が上昇したとき（連続最大出力 500kW／シリンダ

以下のトランクピストン形機関にあっては省略可） 
(l) その他本会が必要と認めるとき 

(3) 待機中のポンプ 
推進補機として用いられるポンプの待機中のポンプは，次の状態となった場合にお

いて，自動的に始動するか又は集中制御室若しくは船橋機関集中監視制御場所から

直ちに遠隔始動可能なように設備すること。 
(a) 潤滑油ポンプ：運転中のポンプの吐出圧力又は流量があらかじめ設定された値

より低下したとき 
(b) 冷却用ポンプ（シリンダ，ピストン，燃料弁及び冷却器に用いられるポンプ）

及び燃料油供給ポンプ：運転中のポンプの吐出圧力若しくは流量があらかじめ

設定された値より低下したとき，又はそのポンプが停止したとき 
(4) 警報装置 

主機には，表 3.1 に示す異常状態となったときに作動する警報装置を設けること。 
(5) 監視装置 

3.2.2(1)により要求される主機の監視装置を設けること。また，当該監視装置は少な

くとも次の事項について表示できるものであること。 
(a) 燃料噴射ポンプ入口（燃料油こし器後の主機入口）の燃料油圧力 
(b) 主軸受及び推力軸受への潤滑油圧力 
(c) クロスヘッド軸受への潤滑油圧力（独立の潤滑油方式を採用するクロスヘッド

形機関の場合） 
(d) 潤滑油こし器の出入口間の差圧又は入口及び出口圧力（トランクピストン形機

関の場合） 
(e) 入口の潤滑油温度（トランクピストン形機関の場合） 
(f) 過給機回転数 
(g) 過給機入口の潤滑油圧力（外部給油方式のトランクピストン形機関の場合） 
(h) 冷却海水圧力（セントラルクーリングシステムの場合を含む。） 
(i) シリンダ入口の冷却水圧力 
(j) 各シリンダ出口の冷却水温度（各シリンダ出口に止め弁がない場合は，シリン

ダ出口共通の冷却水温度で可） 
(k) 入口での始動空気圧力 
(l) 制御空気圧力 
(m) 掃除空気溜圧力 
(n) 各シリンダ出口の排ガス温度（連続最大出力 500kW/シリンダ以下の機関にあっ

ては省略可） 
(o) 各過給機入口の排ガス温度 
(p) 各過給機出口の排ガス温度 



 

7/17 

(q) 低温冷却清水圧力（セントラルクーリングシステムを採用する場合） 
(r) 主機回転数及び回転方向 
(s) その他本会が必要と認める事項 

（-2.から-4.は省略） 

3.3.3 ボイラ 
（省略） 

3.3.4 発電装置 
-1. 安全装置 
安全装置については，次の(1)から(3)によらなければならない。 
（(1)から(3)は省略） 
-2. 警報装置 
発電装置には，表 3.4 に示す異常状態となったときに作動する警報装置を設けなければ

ならない。 

3.3.5 熱媒油設備 
（省略） 

3.3.6 補機を駆動する原動機 
-1. 安全措置 
推進補機を駆動する原動機は，次の場合に危急停止するように設備しなければならない。 
（(1)及び(2)は省略） 
-2. 警報装置 
推進補機を駆動する原動機には，表 3.7 に示す異常状態となったとき作動する警報装置

を設けなければならない。 

3.3.7 その他の機関 
（-1.及び-2.は省略） 
-3. 警報装置 
その他の機関には，表 3.9 に示す異常状態になったときに作動する警報装置を設けなけ

ればならない。 
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表 3.1 を次のように改める。 
 

表 3.1 主機として用いられる往復動内燃機関（含歯車装置） 

 

異常状態の種類 備考 

 シリンダ冷却水各シリンダ出口 H 各シリンダ出口に止め弁がない場合は，シリンダ出口共通の冷却水温度 

 ピストン冷却媒体各シリンダ出口 H クロスヘッド形機関の場合 

 燃料弁冷却媒体出口 H  

 潤滑油入口 H  

 潤滑油カムシャフト入口 H 独立の潤滑油方式を採用するクロスヘッド形機関の場合 

温 推力軸受又は同軸受潤滑油出口 H 推力軸受を有する機関の場合 

度 潤滑油過給機各軸受出口 H 当該温度が測定できない場合にあっては，本会が適当と認める過給機製造者の指

示に基づく過給機軸受の定期的な点検及び並びに過給機入口の圧力及び温度を

監視する等の連続的な監視による代替措置で可 

 潤滑油歯車装置入口 H 独立の潤滑油方式の場合 

 燃料噴射ポンプ入口 H L 燃料の粘度制御を行う場合に適用（燃料に重油を使用する機関等）。粘度で可。 

 排ガス各シリンダ出口 H 
連続最大出力 500kW/シリンダ以下のトランクピストン形機関にあっては省略可 

 排ガス温度偏差各シリンダ出口 H 

 排ガス各過給機入口 H  

 排ガス各過給機出口 H  

 掃除空気室内の空気 H クロスヘッド形機関の場合。火災探知で可。 

 掃除空気溜内の空気 H トランクピストン形機関の場合 

 空気冷却器の空気出口 H L 自動温度制御装置を有するものに適用 

 シリンダ冷却水入口 L  

 ピストン冷却媒体入口 L クロスヘッド形機関の場合 

 燃料弁冷却媒体入口 L  

 潤滑油主軸受及び推力軸受入口 L  

 潤滑油クロスヘッド軸受入口 L 
独立の潤滑油方式を採用するクロスヘッド形機関の場合 

圧 潤滑油カムシャフト入口 L 

力 潤滑油こし器の出入口間の差圧 H  

 潤滑油過給機入口 L 外部給油方式の場合 

 潤滑油歯車装置入口 L 独立の潤滑油方式の場合 

 燃料噴射ポンプ入口 

（燃料油こし器後の主機入口） 

L  

 燃料油用共通蓄圧器 L 電子制御機関の場合（共通蓄圧器を持つものに限る） 

 操作油用共通蓄圧器又は操作油用高

圧管 

L 
電子制御機関の場合 

 始動空気主機入口 L 中間弁あるいは自動始動弁の開閉表示があれば省略可 

 冷却海水 L  

 低温冷却清水 L セントラルクーリングシステムを採用する場合 
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表 3.1 主機として用いられる往復動内燃機関（含歯車装置）（続き） 
（表は省略） 

 
表 3.2 主機として用いられる蒸気タービン（含歯車装置及び主復水機） 

（表は省略） 
 

表 3.3 ボイラ 
（表は省略） 

 
表 3.4 を次のように改める。 

 
表 3.4 発電装置 

異常状態の種類 備考 

発電機を駆動する往復動内燃機関 

温 

度 

潤滑油入口 H  

冷却水（又は冷却空気）出口 H  

排ガス各過給機入口又は各シリンダ出口 H 連続最大出力が 500kW/シリンダを超える機関にあっては，排ガス各

シリンダ出口温度とすること 

燃料噴射ポンプ入口 H L 燃料の粘度制御を行う場合に適用（燃料に重油を使用する機関等）。

粘度で可。 

圧 

力 

潤滑油入口 L  

燃料油用共通蓄圧器 L 電子制御機関の場合（共通蓄圧器を持つものに限る） 

操作油用共通蓄圧器又は操作油用高圧管 L 電子制御機関の場合 

冷却水入口（又は流量） L  

始動空気 L  

そ 
の 
他 

燃料油噴射管漏油 ○  

過給機回転数 H 新型式又は使用実績のない，鋼船規則 D 編 2.1.2 に規定される B 類

過給機及び C類過給機にのみ適用 

発電機を駆動する蒸気タービン 

温

度 

潤滑油入口 H  

圧 

力 

潤滑油入口 L  

蒸気入口 L 主機として蒸気タービンを用いる船舶（電気推進船を除く。）の場合

は抽気蒸気使用のものに適用 

排気 H  

主発電機 

電 

気 

電流 H 制御用検出部との兼用可 

電圧 H L  

周波数又は発電機回転数 H  

推進用発電機 

電 

気 

電流 H 制御用検出部との兼用可 

電圧 H L  

周波数又は発電機回転数 H  

温 

度 

軸受潤滑油入口 H 強制潤滑方式に適用 

固定子巻線又は補極巻線 H 500kW以上のものに適用 

冷却空気又は冷却水出口 H  

圧

力 

軸受潤滑油入口 L 強制潤滑方式に適用 
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表 3.5 熱媒油設備 
（表は省略） 

 
表 3.6 可変ピッチプロペラ 

（表は省略） 
 

表 3.7 を次のように改める。 
 

表 3.7 補機を駆動する原動機 
異常状態の種類 備考 

往復動内燃機関 

温 

度 

潤滑油入口 H  

冷却水出口 H 冷却水入口圧力（又は流量）L があれば省略可 

過給機各入口又は各シリンダ出口排ガス H  

燃料噴射ポンプ入口又は動粘度 H L 燃料の粘度制御を必要とする場合に適用（燃料に重油を使用する機

関等） 

圧 

力 

潤滑油入口 L  

燃料油用共通蓄圧器 L 電子制御機関の場合（共通蓄圧器を持つものに限る） 

操作油用共通蓄圧器又は操作油用高圧管 L 電子制御機関の場合 

冷却水入口（又は流量） L 冷却水出口温度 H があれば省略可 

そ

の

他 

燃料油噴射管漏油 ○  

過給機回転数 H 新型式又は使用実績のない，鋼船規則 D 編 2.1.2 に規定される B 類

過給機及び C類過給機にのみ適用 

蒸気タービン 

温

度 

潤滑油入口 H  

圧 

力 

潤滑油入口 L  

蒸気入口 L 主機として蒸気タービンを用いる船舶（電気推進船を除く。）の場合

は抽気蒸気使用のものに適用 

排気 H  

 
 

表 3.8 電気推進船の推進用電気機器 
（表は省略） 
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表 3.9 を次のように改める。 
 

表 3.9 機関一般 
異常状態の種類 備考 

補機器 

造水器出口塩分濃度 H  

清浄機異常流出油 ○  

燃料油又は潤滑油加熱器出口温度 H 同加熱器出口流量低下でも可 

冷却海水圧力 L 主機関においてセントラルクーリングシステムを採用する場合に適用 

復水ポンプ出口圧力 L 復水ポンプ駆動機停止警報でも可 主機として蒸気

タービンを用い

る船舶（電気推進

船を除く。）に適

用 

復水ポンプ出口塩分濃度 H  

ドレンポンプ出口塩分濃度 H  

外部暖熱器蒸気温度 H L L は推進捕機を駆動する蒸気タービンに使用する

場合に適用 

脱気器液面 H L  

タンク 

 セットリングタンク液面 H L H は自動補給されるタンク又はオーバフロー設備が無いタンクに適用 

 サービスタンク液面 H L L は 24 時間連続運転の容量に満たないタンクに適用 

燃 ドレンタンク液面 H  

料 スラッジタンク液面 H  

 セットリングタンク温度 H 加熱設備のあるタンクに適用 

 サービスタンク温度 H  

  主機用サンプタンク液面 L 独立した潤滑システム及びタンクを備える場合（カムシャフト用，ロッ

カーアーム用等）は，それぞれのタンクに適用 

潤 操 ドレンタンク液面 H  

滑・作 スラッジタンク液面 H  

油 油 重力タンク液面 L 油潤滑式船尾管軸受，排ガスタービン過給機，主タービン用減速歯車

装置に適用 

 冷却清水膨張（補給水）タンク液面 L  

 清浄機作動水タンク液面 L  

水 カスケードタンク液面 L 主機として往復動内燃機関を用いる船舶（電気推進船を除く。） 

に適用 

 大気圧ドレンタンク液面 H L 主機として蒸気タービンを用いる船舶（電気推進船を除く。） 

に適用 

 蒸留水タンク液面 L  

空気 

主機用各始動空気タンク圧力 L  

発電原動機用始動空気タンク圧力 L 主機として蒸気タービンを用いる船舶（電気推進船を除く。） 

に適用 

制御・操縦・安全 

制御用油圧力 L 制御対象の潤滑油系と一体の場合は省略可 

制御用空気圧力 L 始動空気を減圧せずに使用する場合は省略可 

制御用電源喪失 ○  

安全装置用油圧力 L  

安全装置用空気圧力 L 始動空気を減圧せずに使用する場合は省略可 

安全装置用電源喪失 ○  

警報装置用電源喪失 ○  

主軸用流体継手油圧力 L  
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「内陸水路航行船規則」の一部を次のように改正する。 
 

7 編 機関 

2 章 往復動内燃機関 

2.4 安全装置 

2.4.3 クランク室の爆発に対する防護* 
-1. シリンダ径が 200mm 以上又はクランク室の容積が 0.6m3 以上の往復動内燃機関の

クランク室には，内部で爆発が起こったときに生ずる過圧を防止するため，承認された形

式の逃し弁を取付けなければならない。この逃し弁は，次の(1)から(5)によるものでなけれ

ばならない。 
（(1)から(5)は省略） 
-2. 前-1.のクランク室に設ける逃し弁の数及び設置場所は，表 7.2.5 によらなければな

らない。 
（-3.及び-4.は省略） 
 

表 7.2.5 を次のように改める。 
 

表 7.2.5 逃し弁の数及び設置箇所 
シリンダの径 逃し弁の数及び設置箇所 

200mm以上 250mm未満以下のもの 少なくとも，機関の両端近くに各 1 個設けること。た

だし，クランクスローが 8 個を超える場合には，機関

の中央付近にも更に 1 個設けること。 

250mm以上を超え 300mm未満以下の

もの 

少なくとも，クランクスロー1 個おきに設けること。た

だし，いかなる場合にあっても 2 個以上設けること。 

300mm以上を超えるのもの 少なくとも，クランクスローごとに各 1 個設けること。 
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14 章 自動制御及び遠隔制御 

14.3 主機又は可変ピッチプロペラの自動制御及び遠隔制御 

14.3.3 を次のように改める。 

14.3.3 船橋制御装置* 
船橋制御装置は，14.3.2 によるほか次の(1)から(4)によらなければならない。 
（(1)及び(2)は省略） 
(3) 船橋制御装置には，主機の安全システムのうち 14.1.2(14)(b)又は(c)に掲げる動作を

行わせるシステムが作動する際に，当直者が操船上の状況判断に必要な時間を確保

できるよう，事前にその作動が起こり得ることを船橋に知らせる可視可聴警報装置

を設けること。ただし，短時間のうちに主機が完全な破壊に至る場合を除く。 
(4) 船橋制御装置には，主機の安全システムのうち次に掲げるものに対して，14.2.6-3.

に示すオーバライド装置を設けること。 
(a) 14.1.2(14)(b)に掲げる動作を行わせる安全システム 
(b) 14.1.2(14)(c)に掲げる動作を行わせる安全システム（。ただし，短時間のうちに

主機が完全な破壊に至る場合を除く）。 
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「鋼船規則検査要領」の一部を次のように改正する。 
 

D編 機関 

D18 自動制御及び遠隔制御 

D18.3 主機又は可変ピッチプロペラの自動制御及び遠隔制御 

D18.3.3 船橋制御装置 
 

-3.を次のように改める。 
 
-3. 規則 D 編 18.3.3(3)及び 18.3.3(4)(b)にいう「短時間のうちに主機が完全な破壊に至る

場合」とは，例えば次のような場合をいう。 
(1) 過回転となった場合 
(2) 主軸受潤滑油圧力が異常低下した場合 
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「自動化設備規則検査要領」の一部を次のように改正する。 
 
3 章を削る。 
 

3 章 機関集中監視制御設備 

3.2 機関集中監視制御設備 

3.2.2 機関集中監視制御設備 
規則 3.2.2(1)により要求される主機ディーゼルの監視装置は，次の事項について表示で

きるものであること。 
(1) 燃料噴射ポンプ入口の燃料油圧力 
(2) 主軸受及び推力軸受への潤滑油圧力 
(3) クロスヘッド軸受への潤滑油圧力（独立の潤滑油方式を採用するクロスヘッド形機

関の場合） 
(4) 潤滑油こし器の出入口間の差圧又は入口及び出口圧力（トランクピストン形機関の

場合） 
(5) 入口の潤滑油温度（トランクピストン形機関の場合） 
(6) 過給機回転数 
(7) 過給機入口の潤滑油圧力（外部給油方式のトランクピストン形機関の場合） 
(8) 冷却海水圧力（セントラルクーリングシステムの場合を含む。） 
(9) シリンダ入口の冷却水圧力 
(10) 各シリンダ出口の冷却水温度（各シリンダ出口に止め弁がない場合は，シリンダ出

口共通の冷却水温度で可） 
(11) 入口での始動空気圧力 
(12) 制御空気圧力 
(13) 掃除空気溜圧力 
(14) 各シリンダ出口の排ガス温度（連続最大出力 500kW/シリンダ以下の機関にあって

は省略可） 
(15) 各過給機入口の排ガス温度 
(16) 各過給機出口の排ガス温度 
(17) 低温冷却清水圧力（セントラルクーリングシステムを採用する場合） 
(18) その他本会が必要と認める事項 
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5 章 諸自動化設備 

5.3 諸自動化設備の基準 

5.3.13 機関集中制御装置 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 5.3.13 にいう「有効に制御できる」とは，次に掲げる機能の制御ができること

をいう。ただし，設置する必要のない機関に対するもの又は他の規定により船橋からの制

御が要求されるものについては，この限りでない。 
(1) 主機として用いられるディーゼル往復動内燃機関の制御 

（(a)から(j)は省略） 
(2) 発電機を駆動するディーゼル往復動内燃機関の制御 

（(a)から(d)は省略） 
（(3)から(5)は省略） 
 

表 5.3.12-1.の表題を次のように改める。 
 

表 5.3.12-1. ディーゼル往復動内燃機関の表示及び警報項目 
（表は省略） 
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「内陸水路航行船規則検査要領」の一部を次のように改正する。 
 

7 編 機関 

14 章 自動制御及び遠隔制御 

14.3 主機又は可変ピッチプロペラの自動制御及び遠隔制御 

14.3.3 船橋制御装置 
 

-3.を次のように改める。 
 

-3. 規則 7 編 14.3.3(3)及び 14.3.3(4)(b)にいう「短時間のうちに主機が完全な破壊に至る

場合」とは，例えば次のような場合をいう。 
(1) 過回転となった場合 
(2) 主軸受潤滑油圧力が異常低下した場合 


